
消費生活相談から見た
住宅確保配慮者の居住支援に関する報告
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

消費生活アドバイザー 早野 木の美
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NACS（公益社団法人日本消費生活アドバイ
ザー・コンサルタント・相談員協会）

NACSのHPから

各支部の活動

NACSは、消費者トラブルの解決と消費

者啓発、消費者と行政・企業・関連団
体等の連携を中心に、健全で持続可
能な消費生活の確立を目指します。

NACSは、1988年6月に通商産業省（現経済産業省）の社団法人許可
を得て設立。NACSは「消費者利益と企業活動の調和を図り、社会に
貢献する」ことを目的に、全国7支部の会員約2200名が消費者関連部

門で活動している。会員は、内閣総理大臣。経済産業大臣事業認定
資格「消費生活アドバイザー」、日本消費者協会認定資格」「消費生活
コンサルタント」の有資格者、国家資格である「消費生活相談員」及び
前期資格者と同等以上の専門的な知識と経験を有する者で構成され
ている「消費生活に関するわが国最大の専門家団体」です。
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NACS（公益社団法人日本消費生活アドバイ
ザー・コンサルタント・相談員協会）

項目 テーマ 項目 テーマ

消費者問題
の解決

消費者相談 企業の消費者
志向推進

消費者志向経営の
推進

なんでも110番 行政消費者団
体との関り

福祉サービス第三
者評価を実施

ConsumerADR 認定個人情報保護
団体で研修を実施

消費者啓発 啓発テキストの
作成

消費者関連団体と
の連携

学校・自治体・企
業への講師派遣

環境問題への
取組み

講座や環境ラベル
の普及等に取り組む

消費者啓発セミ
ナー

エネルギー問題講
座開催やエコプロ展
での情報発信を行う

企業の消費
者志向推進

賛助会員等との意
見交換会を開催し、
消費者の代表とし
て事業者団体に意
見を伝える

調査研究提言 「消費生活研究」の
発行、消費者政策に
対する提言

NACSの活動一覧 NACS東日本支部の分科会・自主研究会一覧

3

Administrator
タイプライターテキスト
3



消費生活相談室・消費生活センターについて

・地方公共団体が運営する消費者のための相談、あっせん業務を行う機関
・全国829カ所に相談室・センターを設置（平成29年4月1日）

＊都道府県は必置、市区町村は努力義務（全国1031市区町村で設置（広域連携を含む）

相談

地域の消費生活
相談室・センター

消費生活相談員

消費者庁

国民生活センター
PIO-NET

年間89万件の相談

事業者

情報入力

情報提供・研修実施

あっせん

重大事故情報は
直ちに報告

行政処分、法令の制定、改正等
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居住支援協議会設立のお知らせ
2022年4月15日

 居住支援協議会設立総会が開催され、宅地
建物取引業協会〇〇支部、全日本不動産協
会○○支部、社会福祉協議会、○○市で組
織する居住支援協議会が設立されました。

 目的：住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅
の供給の促進に関する法律第51条に基づき、
定額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子
どもを養育している者その他住宅の確保に
配慮を要する者の民間賃貸住宅への円滑な
入居の促進に必要な措置について協議する
ことにより、市の福祉の向上及び豊かで住み
やすい地域づくりに寄与することを目的とし
ている。

 問合わせ先：まちづくり推進課住宅係

居住支援相談窓口開設のお知らせ
2022年7月1日

 対象者：住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、
子育て世帯等）の方、その家族その関係者

 予約受付時間：午前8時３０分～午後5時まで
（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）（要予約）

 電話、FAX、所在地（社会福祉協議会内）注記：
社会福祉協議会が運営を受託

 問い合わせ先：まちづくり推進課住宅係
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居住支援相談窓口の開設

住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、子育て世帯等）が
住まいをさがすための支援を目的とした相談窓口です。住
まいが見つからずにお困りの方など、住まい探しに関する
相談があればお気軽にご相談ください。



消費生活相談室から居住支援相談窓口に
繋いだ例

現在の賃
貸住宅

民間の賃
貸住宅

居住支援
相談窓口
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35年借りていた

賃貸住宅を追
い出されそう

地域包括支援セン
ターが斡旋したが



令和4年 消費生活相談件数と相談内容

出典：令和5年度消費者白書

・消費生活相談の商品・サー
ビス別上位件数では第2位に
不動産貸借、第3位に工事・
建築が上がっている。

・苦情が上位を占めながらも、
消費生活センターが不動産
業者や住宅関連事業者に斡
旋や交渉をすることは極めて
まれである。

・消費生活センターでは、不
動産業者と直接交渉したり、
住宅関連事業者に斡旋する
ことは稀であり、関連機関を
紹介しているのが現状である。
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出典：令和5年度消費者白書

令和4年 消費生活相談件数と相談内容

若者からの相談でも

高齢者と同様に賃貸
アパートに関する案
件が上位を占めてい
る。今年度は定期購
入に関する苦情が上
位を占めたが、昨年
までは、男性・女性と
も賃貸アパートの苦
情が第２位を占めて
いたことから、定期購
入の苦情件数が減少
すれば、再び賃貸ア
パ―トの件数が増加
するとおもわれる。
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令和4年 消費生活相談件数と相談内容

＊高齢者の消費生活相
談の商品・サービス別上
位件数を65～74歳、75～
84歳、85歳以上を男女別

で見てみると、紫色で示
したことからも分かるよう
に住宅修理関連の相談
が上位を占めていること
が分かる。

＊項目の「屋根工事」と
は、家庭訪販に来た業者
が「近所で工事をしてい
るが、お宅の屋根に気に
なるところがあった。無料
で点検する」という、無料
点検商法が多い。
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令和4年 消費生活相談件数と相談内容

出典：令和5年度消費者白書

＊高齢者のインター
ネット利用率は現在の
段階では高くはないが、
今後増加することが予
測される。

＊現実に消費者が住
宅リフォーム関連の業
者をインターネットで探
し、事業者と紛争に
なっている例が増加し
ている。

＊インターネットで契約
した場合、特定商取引
法のクーリング・オフの
適用がないことから、
仮に被害に遭っても消
費生活センターまでつ
ながらないケースがあ
る。
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令和4年 消費生活相談件数と相談内容
＊一般に、高齢者相談
の8割は本人からである

が、認知症等の高齢者
では約2割である。認知

症等の高齢者は、本人
が十分に判断できない
状態であるため、「訪問
販売」や「電話勧誘販
売」による被害に遭いや
すく、事業者に勧められ
るままに契約したりする
場合がある。

＊認知症等の高齢者本
人はトラブルに遭ってい
るという認識が低いため、
問題が顕在化しにくい
傾向がある。

出典：令和5年度消費者白書
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令和4年 消費生活相談件数と相談内容

出典：令和5年度消費者白書

＊消費者安全法により、地方公共団体は
地域で活動する多様な主体を構成員とし
た消費者安全確保地域協議会を設置し、
消費生活上、特に配慮を要する消費者
の見守り等の取組を行うことができるとさ
れており、全国で消費者安全確保地域協
議会を設置している地方公共団体の数
は、2022年3月末時点で３８０となってい
る。

＊消費者庁は、地方消費者行政強化交
付金による支援等に加え、地方の現場に
対する直接の働き掛けと行うことにより、
地域における消費者安全確保地域協議
会の設置を促進している。

＊「高齢者・障がい者の消費者トラブル
見守りガイドブック」を地方公共団体や見
守り活動の関係者が利用できるよウェブ
サイト上で公開している。
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令和4年 消費生活相談件数と相談内容
賃貸住宅の原状回復トラブル

賃貸住宅の原状回復トラブル

＊借り主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスク
リーニングやクロス張替え等の原状回復費用とし
て敷金が返金されない。敷金を上回る金額を請
求されたという相談が寄せられている。

＊PIO-NETに登録された相談件数の推移

相談件数は2022年12月31日現在

最近の事例

年度 ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

相談
件数

12,880 13,364 14,109 8,759（前年
同期9,734）

＊賃貸アパートを退去後、原状回復費用の清
算書が届いた。入居時から傷ついていた床等
の原状回復も求められ納得いかない。
＊10年以上住んだ賃貸アパートを退去したらク

ロスの張替えなど高額な原状回復費を請求さ
れた。全額支払う必要があるのか。
＊6カ月居住した賃貸アパートを退去した。玄

関の壁紙のわずかな傷で張替え費用を請求さ
れ不満だ。

＊管理会社の了解を得て賃貸マンションの光
回線工事をしたが、退去時に、工事は許可して
いないと言われ、原状回復費用を請求された。

＊賃貸マンションを退去したところ、高額なハウ
スクリーニング代を請求された。納得できない。

出典：国民生活センター13



令和4年 消費生活相談件数と相談内容
賃貸住宅の原状回復トラブルでの相談室の対応

聴き取り

１）「部屋を明け渡す際、事業者側と汚損箇所に
ついて確認しあったか」を確認する。

２）「補修費用等を請求された場合、工事費用の
明細等は提示されたか」を確認する。

３）「入居時に交わした契約書にハウスクリーニ
ング等の借主負担の特約があるか」を確認する。

４）「家賃、管理費等の滞納、未納はないか」を
確認する。

助言・交渉

１）相談者がクロスの張替理由と修理費用の明細に
ついて貸主へ説明を求めるよう助言

①納得できなければ、問題点を整理し不当と考えら
れる内容を書面にして、貸主に敷金返還を求め送付
するように助言する。

②ガイドラインの解釈および判例の考えなどを示し、
修理負担が貸主にあたることを訴え返金を交渉して
みるよう助言する。場合によっては、相談者の納得で
きる範囲で合意する解決方法も助言する。

２）貸主と意見の一致が見られず、相談者が納得で
きない場合は少額訴訟、民事調停などによる解決方
法を紹介する。

相談者は、現在も賃貸住宅に入居していることがほとんど。まずは居住中の部
屋の状態を写真に残すように伝える。今後は、入居前、退去時の部屋の状態
を写真に撮っておくなどして、退去時の修理トラブルに備えるよう助言する。

出典：（公社）全国消費生活相談員協会

事例
賃貸マンションを退去した。契約時に敷金を27万円

払っており、退去時に敷金は返金されることになってい
たが、壁クロスの張替え、ハウスクリーニング等の請
求があり、「差引すると3万円しか返金できない」と言わ

れた。綺麗に掃除して退去しているので、全額返金し
てほしい。
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101年前「借地借家調停法公布」、100年前「関東大震
災発生」：日本調停制度の歴史

「大震火災と借地借家調停法」法
学協会雑誌（42巻917-943頁、
1924年）東京帝国 大学教の穂

積重遠教授著【利用者が殺到し、
４ヵ月で約6400件を受理し、約
4200件が成立した。】
穂積重遠教授は１昨年のNHK
大河ドラマ「晴天を衝け」の主人
公渋沢栄一の長女うたと穂積陳
重の息子にあたる。
これ以後、調停に対する評価が
高まり、国民の間に定着した。そ
の後、小作調停法、商事調停法、
人事調停法などが次々に施行さ

れていった。

Administrator
タイプライターテキスト
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101年前「借地借家調停法公布」、100年前「関東大震災
発生」：日本調停制度の歴史

戦後になり、家庭裁判所
が新設され、家事調停の制
度もでた。一方、民事調停
は、個別に設けられていた
各調停法を統一した民事調
停法が1951年施行された。

その後も時代の進展に伴っ
て、いくつかの改正が行わ
れ現在に至っている。

このように、調停制度は
1922年に始まり、時代の変

遷、国民の意識の変化とい
う風雪に耐えながら、改良さ
れ、約100年という年月を経
て現在の制度に至っている。

Administrator
タイプライターテキスト
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民事調停制度の紹介
簡易裁判所の民事調停で解決する方法

調停申立書
○○簡易裁判所御中
作成年月日
○月 ○日

申立人
・住所、氏名、電話番号
・送達場所の住所（自宅/勤務先）

相手方
・住所、氏名、電話番号
支払を求める金額
〇〇円

・上記の通り調停を求めます

受付では、調停手続きの概要や申立
の方法の説明を受けることができる

簡易裁判所

・申立ては、書面を持参し
ても、郵送しても構わない。

・調停の期日は、自分の
都合の良い日を幾つか裁
判所に伝えておく

・相手方と自分に郵送す
る切手代と調停申立料金
を切手を購入してきて支
払う

・後日、裁判所から郵便
で調停期日のお知らせが
届く

17



民事調停制度の紹介
簡易裁判所の民事調停で解決する方法

裁
判
官

書
記
官

調
停
委
員

調
停
委
員

申
立
人

相
手
方
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調停が成立した場合 調停のメリット
 ①手続きが簡易：申立て用紙と、記入方法を説明
したものが窓口に備えてある。ダウンロードも可能
なので一人ですることができる

 ②円満な解決ができる：双方が納得するまで話し
合うことが基本

 ③費用が安い：訴訟に比べ安い。例えば、10万円
の貸金請求の返済を求める手数料は500円

 ④秘密が守られる：調停は非公開

 ⑤早く解決できる：ポイントをしぼって話し合うので、
通常は申立てがされてから、2，3回の調停期日が
開かれ、おおむね3か月以内に調停が成立するな
どして、事件が解決する。 19

民事調停制度の紹介
簡易裁判所の民事調停で解決する方法

合意書作成

合意の内容は、調停調書に記載される。
調停調書には判決と同じ効力がある。



消費生活相談室での紛争解決の方法

20

消費生活相談
室で受ける

• 助言

• 情報提供

事案をFAX

弁護士相談を
受ける

• 契約書持参

• 室内の写真等証
拠物を持参

調停

調停申し立て

• 契約書、証拠資
料、相談者が消
費生活相談室か
ら業者に郵送した
経緯書など

役所が提携している

無料法律相談を受
けていただく

弁護士
相談者

回答
受信



御清聴いただきまして
ありがとうございました。

21



住宅関連の消費者政策の実施の詳細
消費者の苦情処理、紛争解決のための枠組みの整備

消費者に関する法的トラブルの解決：法テラスでは、消費者に対する法的トラブル等につい
て経済的に弁護士・司法書士の費用を支払う余裕がない人々を対象に、無料法律相談や、
弁護士等の費用を立て替える民事法律扶助による援助を行っている。地方事務所等の相談
場所へアクセスすることが困難な方を対象に、出張・巡回法律相談を実施した。

消費者紛争に関するADRの実施：国民生活センターでは、独立して職権を行う紛争解決委員
会を設置し、消費者紛争のうち、その解決が全国的に重要である紛争について公正・中立に
解決を図る裁判外紛争解決手続き（ADR）を実施している。都道府県・政令市の苦情処理委
員会へ実施状況等に関する情報共有を行い、他のADR機関との意見交換を実施。

金融ADR制度の円滑な運営：金融分野における苦情・紛争解決については、金融分野にお
ける裁判外紛争解決制度の下、銀行・保険・証券等、業態別に八つの指定紛争解決機関が
当該業務に従事している。金融トラブル連絡調整協議会を開催し、各機関の実務実施状況
や業務改善に資する取組等について議論を行っている。情報はウェブサイトに掲載。
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住宅関連の消費者政策の実施の詳細
高齢者向け住まいにおける消費者保護

高齢者向け住まいについては、老人福祉法の規定に基づく届け出を促進するための「届出」
を促進するための都道府県等の取組を推進し、規制を的確に運用。事業者に対し前払金の
保全措置を徹底するよう指導するとともに、事業者の廃業等の実態把握と廃業時等の入居
者の居住の確保を図るための運用を引き続き求めている。

身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての対応：身元保証等高齢者
サポート事業について実態把握を行い、消費生活相談情報を地方公共団体の高齢者福祉
部局へ提供し、必要な措置を検討・実施。更に、消費者が安心して身元保証等高齢者サ
ポートサービスを利用できるための情報提供を行うこととしている。

賃貸集合住宅における入居前のLPガス料金情報の提示：LPガス業界は、2017年の液化石
油ガスの小売営業における取引適正化指針」等に基づいて標準料金の公表等に取り組んで
いるが、特に、集合住宅に入居する方が事前にLPガス料金を知る機会がなく、入居後に高額
なLPガス料金を負担することとなる事案が発生。→消費者庁では、賃貸集合住宅のLPガス料
金の入居希望者への提示の取組について、消費生活センター等に周知を図った。
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住宅関連の消費者政策の実施の詳細 
ぜい弱性等を抱える消費者を支援する関係府省庁等の連携施策の推進

認知症施策推進大綱に基づき、認知症サポーターの養成促進を始めとする認知
症に関する理解促進、高齢者や認知症等により判断力の低下した消費者を地域
で見守る体制の構築推進、地域支援体制の強化等を通じ、認知症の人やその家
族が地域の中の良い環境で自分らしく暮らし続けることの実現を図っている。

障がい者の消費者被害の防止策の強化：厚生労働省と消費者庁の連名で、地方
自治体への通知「重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度と
の連携について」を発出し、障害者を含めた地域住民の消費者被害防止のため、
重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会との連携の推進を図る

＊消費者庁：高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止等を目的とし、障害者団
体のほか高齢者団体・福祉関係者団体・消費者団体、行政機関等を構成員とす
る協議会に「多様な主体と緊密に連携して、高齢消費者・障がい消費者を見守り
消費者トラブルの被害の回復と未然防止に取り組む」等の申し合わせをした。

24



関係機関連絡先

日本弁護士連合会（ひまわりお悩み110番）

•☎（０５７０）７８３－１１０

•もよりの弁護士会の相談センターにつながる。受付時間は窓口により異
なる。

法テラス・サポートダイヤル

•☎（０５７０）０７８－３７４

•平日９～21時、土９～17時

法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル

•☎（０１２０）０７９－７１４

•平日９～21時、土９～17時

日本司法書士連合会

☎（０３）３３５９－４１７１（総合案内）

平日９～17時
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（公）住宅リフォーム・紛争処理支援センター（０５７０）０１６－１０
０ 平日１０～17時

（一財）高齢者住宅財団（０１２０）６０２ー７０８ 平日9時30
分～17時45分

（公社）マンション管理センター「管理組合運営,管理規約
等の相談」

（公財）日本賃貸住宅管理協会 ホームページ参照
相談受付はWEB、Fax、郵便のみ

経済産業省「電力・ガス取引監視当委員会相談窓口」（契
約に関する相談）（０３）３５９１－６５２９平日１０～17時
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関係機関連絡先

（公財）日本クレジットカウンセリング協会

•☎（０５７０）０３１－６４０

•平日１０～12時40分、１４～16時40分

全国クレサラ・生活再建問題対策協議会

•☎（０６）６３６０－２０３１

•平日１０～16時

（一社）全国銀行協会「カウンセリングサービス」

•☎（０５７０）０１７－００３

•平日９～１７時

日本貸金業協会「貸金業相談・紛争解決センター」

☎（０５７０）０５１－０５１

平日9時～17時
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関係機関連絡先

金融庁「金融サービス利用者相談室」

☎（０５７０）０１６－８１１

平日１０～17時

（一社）全国銀行協会「全国銀行協会相談室」

• ☎（０５７０）０１７ー１０９

• 平日１０～17時

（一社）日本クレジット協会「消費者相談専用電話」

• ☎（０３）５６４５－３３６１

• 平日１０～12時 13～16時
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関係機関連絡先

総務省「電気通信消費者相談センター」（０３）５２
５３－５９００ 平日 9時30分～12時 13～17時

（一財）日本データ通信協会「迷惑メール相談センター」（広告・宣伝関連）
（０３）５９７４－００６８平日１０～12時 13～17時

（独）情報処理推進機構（IPA）「情報セキュリティ安心相談窓口」（０３）５９７
８－７５０９平日１０～12時 13時30分～17時

違法・有害情報相談センター ホームページ参照
相談受付はウエブフォームのみ

（一社）電気通信事業者協会「TCA相談窓口」（０
３）４５５５－４１２４ 平日9時30分～17時
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消費生活センターの電話がつながらないとき

 消費者ホットライン利用時に、最寄りの消費生活相談窓口の電話が話中で
繋がらない場合は、☎０３－３４４６－１６２３ （平日10～12時、１３～16時）

 （独）国民生活センター「お昼の消費生活相談」☎０３（３４４６）ー０９９９

平日１１時～13時

・（公社）全国消費生活相談員協会「週末電話相談」☎０３（５６１４）０１８９

土・日：１０～12時、１３～16時

・（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

「ウイークエンドテレホン」 ☎０３（６４５０）６６３１

土・日：11～16時
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